
◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律 
（令和七年五月一六日法律第三五号）   

一、提案理由（令和七年四月八日・衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成

に関する特別委員会） 

○伊東国務大臣 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上

げます。 

 地方分権改革は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤とな

るものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。 

 本法案は、昨年十二月に閣議決定した令和六年の地方からの提案等に関する対応方針

を踏まえ、地方公共団体に対する義務づけの緩和等を行うものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、

地方公共団体に対する義務づけの緩和等を行うこととし、関係法律の改正を行うことと

しております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長報告（令和

七年四月一一日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました法律案、いわゆる第十五次地方分権一括法案に

つきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方

公共団体の提案等を踏まえ、住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務を大幅に拡

大し、当該事務について住民票の添付を不要とするほか、地方公共団体のシステム標準

化等のための基金の設置期限を五年間延長するなどの措置を講じようとするものであり

ます。 

 本案は、去る四月八日本委員会に付託され、同日伊東国務大臣から趣旨の説明を聴取

し、昨十日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたし

ましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月一〇日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。 



一 デジタル基盤改革支援基金の設置期限を五年間延長するに当たっては、国は、住民

の利便性の向上や地方行政運営の効率化の観点を踏まえ、各地方公共団体の自主性を

尊重しつつ、着実かつ早期に標準準拠システムに移行できるよう、必要に応じた地方

公共団体へのデジタル庁による技術的支援及びシステム提供会社との調整を含め、必

要な措置を講ずること。また、基金の設置期限までに移行が困難な場合、国の責任に

おいて必要な人的・財政的支援を行うこと。 

二 国及び地方公共団体情報システム機構は、デジタル基盤改革支援基金の適切な管理

に努め、積み増しを行う場合は、地方公共団体への悉皆調査を行い、必要額を措置す

ること。また、各地方公共団体の移行の進捗状況等に十分配慮した上で、残高が過剰

となった場合には余剰分について速やかに国庫に返納すること。 

三 標準準拠システムへの移行に当たっては、国は、地方公共団体及び事業者への過度

な負担が生じないよう、地方公共団体等の実情を踏まえた上で調整を十分に行い、必

要かつ適切な支援を行うこと。 

四 公立大学法人による出資については、各公立大学法人の自主性・自律性を尊重する

とともに、公立大学法人の財務基盤強化の意欲が削がれることがないよう留意するこ

と。 

三、参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員長報告（令和七年五月

九日） 

○山田太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及びデジタル

社会の形成等に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、

地方公共団体の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を

講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、地方分権改革の意義と提案募集方式の在り方、地方自治体シ

ステムの標準化に伴う諸課題、公立大学法人の出資可能対象の拡大の目的等について質

疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知おき願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対

する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決するべきものと

決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


